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Ⅰ．【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

　2020年8月7日付で提出した有価証券届出書（以下「原有価証券届出書」）の記載事項を、有価証券報

告書の提出に伴い新たな内容に改めるため、本訂正届出書を提出致します。

Ⅱ．【訂正の内容】

＜訂正前＞および＜訂正後＞に記載している下線部　は訂正部分を示し、＜更新後＞の記載事項は原有価

証券届出書の更新後の内容を示します。
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第二部　【ファンド情報】

第１　【ファンドの状況】

１　【ファンドの性格】

(2) 【ファンドの沿革】

＜訂正前＞

2020年8月25日 信託契約締結、当初設定、運用開始

2020年8月26日 受益権を東京証券取引所に上場（予定）

＜訂正後＞

2020年8月25日 信託契約締結、当初設定、運用開始

2020年8月26日 受益権を東京証券取引所に上場

(3) 【ファンドの仕組み】

＜略＞

＜訂正前＞

＜委託会社等の概況（2020年6月末日現在）＞

＜略＞

＜訂正後＞

＜委託会社等の概況（2021年1月末日現在）＞

＜略＞

２　【投資方針】

(3) 【運用体制】

＜訂正前＞

①　運用体制

ファンドの運用体制は以下のとおりとなっております。

イ．ファンドの運用・管理の各業務の役割分担を社内規程により定めております。

ロ．ファンドの運用については委託会社の運用部門が統括しています。

ハ．社内には内部監査を担当する部門、ファンドの運用状況やリスク状況等をモニターし関連部署に

フィードバックする部門、あるいは運用会議等の開催により、各ファンドの投資方針等にした

がって運用が行なわれているか確認する体制を整備しています。
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②　運用方針の決定にかかる過程

　運用方針は次の過程を経て決定しております。

イ．ファンド運営上の諸方針の策定

　　ファンド運営上の諸方針を取締役会において審議・決定し、基本計画書を策定します。

ロ．基本的な運用方針の決定

　　運用ソリューション部長（CIO）が議長となり、原則として月1回運用会議を開催し、基本的な運

用方針を決定します。

ハ．運用計画書の作成・承認

　　ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された

基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用ソリューション部長は、ファンドマ

ネージャーから提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合

性等を確認し、承認します。

③　内部管理体制

イ．コンプライアンス部によるモニタリング

　コンプライアンス部は責任部室として、運用リスク管理等に係るモニタリング・監視を行ないま

す。さらに、信託財産等の運用リスクの状況および運用リスク管理等の状況のリスク管理委員会へ

の報告、運用リスク管理等を行う上で必要な運用執行部門に対する報告の徴求、および信託財産等

の運用リスク管理等において重要な問題を発見した場合の取締役会、取締役および内部監査室長へ

の適宜の的確な報告の機能を有します。

ロ．リスク管理委員会

　コンプライアンス部が事務局となり、全社リスク管理における重要事項の報告・協議、対応方針

の決定などを行います。運用リスクの管理については、信託財産ごとに、各種投資制限や、基本計

画書で定める投資ユニバースへの遵守状況等について、コンプライアンス部が日々、事後チェック
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を行います。また、違反があった場合には、コンプライアンス部長が運用ソリューション部運用

チームに対し、是正等の指示を行います。

ハ．内部監査室

　内部監査室は、「内部監査規程」の定めるところに従い、運用リスク管理等の適切性および有効

性を検証するための内部監査を実施し、重要な事項については取締役会等に報告する機能を有しま

す。

※　上記の運用体制は2020年6月末日現在のものであり、変更となる場合があります。

＜訂正後＞

①　運用体制

ファンドの運用体制は以下のとおりとなっております。

イ．ファンドの運用・管理の各業務の役割分担を社内規程により定めております。

ロ．ファンドの運用については委託会社の運用部門が統括しています。

ハ．社内には内部監査を担当する部門、ファンドの運用状況やリスク状況等をモニターし関連部署に

フィードバックする部門、あるいは運用会議等の開催により、各ファンドの投資方針等にした

がって運用が行なわれているか確認する体制を整備しています。

②　運用方針の決定にかかる過程

　運用方針は次の過程を経て決定しております。

イ．ファンド運営上の諸方針の策定

　　運用ソリューション部長（CIO）が議長となり商品会議を開催します。商品会議においてファン

ド運営上の諸方針を審議・決定し、基本計画書を策定します。

ロ．基本的な運用方針の決定
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　　運用ソリューション部長（CIO）が議長となり、原則として月1回運用会議を開催し、基本的な運

用方針を決定します。

ハ．運用計画書の作成・承認

　　ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された

基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用ソリューション部長は、ファンドマ

ネージャーから提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合

性等を確認し、承認します。

③　内部管理体制

イ．コンプライアンス部によるモニタリング

　コンプライアンス部は責任部室として、運用リスク管理等に係るモニタリング・監視を行ないま

す。さらに、信託財産等の運用リスクの状況および運用リスク管理等の状況のリスク管理委員会へ

の報告、運用リスク管理等を行う上で必要な運用執行部門に対する報告の徴求、および信託財産等

の運用リスク管理等において重要な問題を発見した場合の取締役会、取締役および内部監査室長へ

の適宜の的確な報告の機能を有します。

ロ．リスク管理委員会

　コンプライアンス部が事務局となり、全社リスク管理における重要事項の報告・協議、対応方針

の決定などを行います。運用リスクの管理については、信託財産ごとに、各種投資制限や、基本計

画書で定める投資ユニバースへの遵守状況等について、コンプライアンス部が日々、事後チェック

を行います。また、違反があった場合には、コンプライアンス部長が運用ソリューション部運用

チームに対し、是正等の指示を行います。

ハ．内部監査室

　内部監査室は、「内部監査規程」の定めるところに従い、運用リスク管理等の適切性および有効

性を検証するための内部監査を実施し、重要な事項については取締役会等に報告する機能を有しま

す。

※　上記の運用体制は2021年1月末日現在のものであり、変更となる場合があります。

３　【投資リスク】

＜訂正前＞

＜略＞

(3) リスク管理体制

委託会社におけるリスク管理体制

①　運用部門から独立したコンプライアンス部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニ

タリングを担当します。

②　コンプライアンス部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を検証・評価し、監査結

果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

＜略＞

＜訂正後＞

＜略＞
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(3) リスク管理体制

委託会社におけるリスク管理体制

委託会社では、取締役会が決定した運用リスク等管理規程に基づき、運用部門から独立した部署お

よび会議体が直接的または間接的に運用部門へのモニタリング・監視を通し、運用リスクの管理を行

ないます。

＜略＞

４　【手数料等及び税金】

(5) 【課税上の取扱い】

＜訂正前＞

＜略＞

（※）上記は、2020年6月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に

なることがあります。

＜略＞

＜訂正後＞

＜略＞

（※）上記は、2021年1月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に

なることがあります。

＜略＞
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５　【運用状況】

※原有価証券届出書の「第二部　ファンド情報　第１ファンドの状況　５運用状況」を次の

内容に訂正・更新します。

＜訂正後＞

 
 
(1) 【投資状況】　

投資状況

（2021年1月末日現在）

投資資産の種類 時価(円) 投資比率(％)

株式 10,890,601,550 90.39

　 内　日本 10,890,601,550 90.39

投資証券 1,009,608,200 8.38

　 内　日本 1,009,608,200 8.38

コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 148,084,504 1.23

純資産総額 12,048,294,254 100.00

 
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

（注2）投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

 

(2) 【投資資産】　

 
① 【投資有価証券の主要銘柄】

イ．主要銘柄の明細

（2021年1月末日現在）

　

銘柄名
通貨

　　　地域

種類

業種

株数、口数

または

額面金額

簿価単価

簿価

（円）

評価単価

時価

（円）

利率(%)

償還期限

(年/月/日)

投資

比率

1 タカラレーベン不動産投
日本・円 投資証券

5,210
96,200.00 99,700.00 －

4.31%
日本 － 501,202,000 519,437,000 －

2
ＧＭＯフィナンシャルＨＬＤ

ＧＳ

日本・円 株式

723,300

751.00 711.00 －

4.27%

日本
証券、商品

先物取引業
543,198,300 514,266,300 －

3
ジェイエイシーリクルートメ

ント

日本・円 株式

275,800

1,871.00 1,861.00 －

4.26%

日本 サービス業 516,021,800 513,263,800 －

4 ＥＮＥＯＳホールディングス

日本・円 株式

1,204,900

433.00 423.70 －

4.24%

日本
石油・石炭

製品
521,721,700 510,516,130 －

5 ＳＡＮＫＹＯ
日本・円 株式

167,600
2,878.00 2,987.00 －

4.16%
日本 機械 482,352,800 500,621,200 －
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6 出光興産

日本・円 株式

202,500

2,501.00 2,454.00 －

4.12%
日本

石油・石炭

製品
506,452,500 496,935,000 －

7 ソフトバンク

日本・円 株式

358,000

1,347.00 1,377.00 －

4.09%
日本

情報・通信

業
482,226,000 492,966,000 －

8 三機工業
日本・円 株式

396,100
1,240.00 1,242.00 －

4.08%
日本 建設業 491,164,000 491,956,200 －

9 投資法人みらい
日本・円 投資証券

12,014
40,050.00 40,800.00 －

4.07%
日本 － 481,160,700 490,171,200 －

10 オリックス

日本・円 株式

289,500

1,734.00 1,675.00 －

4.02%
日本

その他金融

業
501,993,000 484,912,500 －

11
エイチ・ツー・オーリテイリ

ング

日本・円 株式
639,900

704.00 749.00 －
3.98%

日本 小売業 450,489,600 479,285,100 －

12 三菱商事
日本・円 株式

179,400
2,683.50 2,647.50 －

3.94%
日本 卸売業 481,419,900 474,961,500 －

13 住友商事
日本・円 株式

341,100
1,417.00 1,387.00 －

3.93%
日本 卸売業 483,338,700 473,105,700 －

14 奥　村　組
日本・円 株式

181,300
2,635.00 2,605.00 －

3.92%
日本 建設業 477,725,500 472,286,500 －

15 あおぞら銀行
日本・円 株式

245,000
1,961.00 1,926.00 －

3.92%
日本 銀行業 480,445,000 471,870,000 －

16 双日
日本・円 株式

1,924,900
246.00 242.00 －

3.87%
日本 卸売業 473,525,400 465,825,800 －

17 三井住友建設
日本・円 株式

1,063,600
450.00 435.00 －

3.84%
日本 建設業 478,620,000 462,666,000 －

18 三井住友フィナンシャルＧ
日本・円 株式

142,400
3,339.00 3,245.00 －

3.84%
日本 銀行業 475,473,600 462,088,000 －

19 第四北越フィナンシャルＧ
日本・円 株式

211,000
2,240.00 2,184.00 －

3.82%
日本 銀行業 472,640,000 460,824,000 －

20 武田薬品
日本・円 株式

123,600
3,587.00 3,698.00 －

3.79%
日本 医薬品 443,353,200 457,072,800 －

21 三菱ＵＦＪフィナンシャルＧ
日本・円 株式

960,900
483.00 469.30 －

3.74%

日本 銀行業 464,114,700 450,950,370 －

22 共英製鋼
日本・円 株式

331,600
1,399.00 1,348.00 －

3.71%
日本 鉄鋼 463,908,400 446,996,800 －

23 みずほフィナンシャルＧ
日本・円 株式

323,500
1,407.50 1,378.50 －

3.70%
日本 銀行業 455,326,250 445,944,750 －

24 日本たばこ産業
日本・円 株式

208,800
2,048.00 2,077.50 －

3.60%
日本 食料品 427,622,400 433,782,000 －

25 りそなホールディングス
日本・円 株式

1,177,700
374.60 363.00 －

3.55%
日本 銀行業 441,166,420 427,505,100 －

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

 
ロ．投資有価証券の種類別投資比率

（2021年1月末日現在）

投資有価証券の種類 投資比率
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 株式 90.39%

 投資証券 8.38%

 合計 98.77%

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

 
ハ．投資株式の業種別投資比率

　

業種 投資比率

 建設業 11.84%

 食料品 3.60%

 医薬品 3.79%

 石油・石炭製品 8.36%

 鉄鋼 3.71%

 機械 4.16%

 情報・通信業 4.09%

 卸売業 11.74%

 小売業 3.98%

 銀行業 22.57%

 証券、商品先物取引業 4.27%

 その他金融業 4.02%

 サービス業 4.26%

 合計 90.39%

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

 
② 【投資不動産物件】

該当事項はありません。

 
③ 【その他投資資産の主要なも

の】

該当事項はありません。

 

(3) 【運用実績】

 
① 【純資産の推移】

　

純資産総額

（分配落）

（円）

純資産総額

（分配付）

（円）

１口当たりの

純資産額

(分配落)(円)

１口当たりの

純資産額

(分配付)(円)

東京証券取

引所

市場相場

2020年8月末日 2,255,423,248 － 1,562.500 － 1,566

9月末日 12,480,315,792 － 1,531.300 － 1,535

10月末日 11,175,911,876 － 1,493.530 － 1,496

11月末日 11,777,767,422 － 1,573.960 － 1,577

12月末日 12,060,058,110 － 1,611.680 － 1,620

第1特定期間末日
12,476,647,354 12,529,027,675 1,667.350 1,674.350 1,670

(2021年1月24日)

2021年1月末日 12,048,294,254 － 1,654.000 － 1,656

（注）特定期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。
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② 【分配の推移】

　 １口当たり分配金(円)

第1特定期間 25.000

 
③ 【収益率の推移】

　 収益率(％)

第1特定期間 12.2

 
(4)【設定及び解約の実績】

　 設定数量（口） 解約数量（口）

第1特定期間 8,150,133 667,230

（注）第1計算期間の設定数量には当初設定数量を含んでおります。

次へ
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（参考情報）運用実績
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第３　【ファンドの経理状況】

※ 原有価証券届出書の「第二部　ファンド情報 第３　ファンドの経理状況　１　財務諸表」を次の内容

に訂正・更新します。

＜訂正後＞

(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省

令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府

令第133号）に基づいて作成しております。

　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

(2) 当ファンドの計算期間は6か月未満であるため、財務諸表は6か月毎に作成しております。

(3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当特定期間（2020年8月25日から

2021年1月24日まで）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。

 

1　【財務諸表】

グローバルＸ　ＭＳＣＩスーパーディビィデンド－日本株式　ＥＴＦ
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(1) 【貸借対照表】

　 　
当　期

2021年1月24日現在

　 　 金　額（円）

 資産の部 　 　

  流動資産 　 　

    金銭信託 　 149,907,997

    株式 　 11,318,255,920

    投資証券 　 1,009,472,050

    未収配当金 　 66,715,000

    流動資産合計 　 12,544,350,967

  資産合計 　 12,544,350,967

 負債の部 　 　

  流動負債 　 　

    未払収益分配金 　 52,380,321

    未払受託者報酬 　 832,364

    未払委託者報酬 　 12,152,732

    その他未払費用 　 2,338,196

    流動負債合計 　 67,703,613

  負債合計 　 67,703,613

 純資産の部 　 　

  元本等 　 　

    元本 ※１ 11,291,700,627

    剰余金 　 　

　　  期末剰余金又は期末欠損金（△） 　 1,184,946,727

　　  　（分配準備積立金） 　 5,388,397

    元本等合計 　 12,476,647,354

  純資産合計 　 12,476,647,354

 負債純資産合計 　 12,544,350,967
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(2) 【損益及び剰余金計算書】

　 　

当　期

自 2020年8月25日

至 2021年1月24日

金　額（円）

 営業収益 　 　

  受取配当金 　 213,555,500

  有価証券売買等損益 　 752,730,971

  その他収益 　 89

  営業収益合計 　 966,286,560

 営業費用 　 　

  受託者報酬 　 1,183,789

  委託者報酬 　 17,283,807

  その他費用 ※１ 2,627,021

  営業費用合計 　 21,094,617

 営業利益又は営業損失（△） 　 945,191,943

 経常利益又は経常損失（△） 　 945,191,943

 当期純利益又は当期純損失（△） 　 945,191,943

 期首剰余金又は期首欠損金（△） 　 －

 剰余金増加額又は欠損金減少額 　 459,267,289

  当期追加信託に伴う剰余金増加額

  又は欠損金減少額 　 459,267,289

 剰余金減少額又は欠損金増加額 　 32,439,930

  当期一部交換に伴う剰余金減少額

  又は欠損金増加額 　 32,439,930

 分配金 ※２ 187,072,575

 期末剰余金又は期末欠損金（△） 　 1,184,946,727
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(3) 【注記表】

 

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

区　分

当　期

自　2020年8月25日

至　2021年1月24日

１． 有価証券の評価基準及び評価方

法

株式

  移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。

時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終

相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品

取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しておりま

す。

なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額

が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実

義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託

会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で

評価しております。

   

  投資証券

  移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。

時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終

相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品

取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しておりま

す。

なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額

が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実

義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託

会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で

評価しております。

   

２． 収益及び費用の計上基準 受取配当金

  原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、確定配当

金額又は予想配当金額を計上しております。

　 　 　

３. その他財務諸表作成のための基

本となる重要な事項

特定期間

　 　 当ファンドの当特定期間は、2020年8月25日から2021年1月24日ま

でとなっております。

 

（貸借対照表に関する注記）

区　分
当　期

2021年1月24日現在

　 　 　

１． ※１ 期首元本額 975,355,731円

  期中追加設定元本額 11,323,194,966円

  期中一部交換元本額 1,006,850,070円
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２．  特定期間末日における受益権の

総数

7,482,903口

 

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

区　分

当　期

自　2020年8月25日

至　2021年1月24日

１． ※１ その他費用 主に、対象指数の商標の使用料でありま

す。

　 　 　

２． ※２ 分配金の計算過程 （自2020年8月25日　至2020年10月24日）

当計算期間中に計上した受取配当金、配当

株式、受取利息及びその他収益金から支払

利息を控除した当期配当等収益額

（143,401,050円）及び分配準備積立金(0

円)の合計額から、経費(6,253,464円)を控

除して計算される分配対象額は137,147,586

円（100口当たり1,800円）であり、うち

134,692,254円（100口当たり1,800円）を分

配金額としております。

　 　 　

　 　 　 （自2020年10月25日　至2021年1月24日）

当計算期間中に計上した受取配当金、配当

株式、受取利息及びその他収益金から支払

利息を控除した当期配当等収益額

（70,154,539円）及び分配準備積立金

(2,455,332円)の合計額から、経費

(14,841,153円)を控除して計算される分配

対象額は57,768,718円（100口当たり700

円）であり、うち52,380,321円（100口当た

り700円）を分配金額としております。

 
（金融商品に関する注記）

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区　分

当　期

自　2020年8月25日

至　2021年1月24日

１． 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及

び投資法人に関する法律」第

2条第4項に定める証券投資信

託であり、投資信託約款に規

定する「運用の基本方針」に

従っております。
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２． 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商

品の種類は、有価証券、金銭

債権及び金銭債務であり、そ

の詳細を附属明細表に記載し

ております。これらの金融商

品に係るリスクは、市場リス

ク（価格変動等）、信用リス

ク、流動性リスクでありま

す。

   

３． 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携す

る組織的な体制によりリスク

管理を行っております。信託

財産全体としてのリスク管理

を金融商品、リスクの種類毎

に行っております。

   

４． 金融商品の時価等に関する事項

についての補足説明

金融商品の時価には、市場価

格に基づく価額のほか、市場

価格がない場合には合理的に

算定された価額が含まれてお

ります。当該価額の算定にお

いては、一定の前提条件等を

採用しているため、異なる前

提条件等に拠った場合、当該

価額が異なることもありま

す。

 

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区　分
当　期

2021年1月24日現在

１． 金融商品の時価及び貸借対照表

計上額との差額

金融商品はすべて時価で計上

されているため、貸借対照表

計上額と時価との差額はあり

ません。

   

２． 金融商品の時価の算定方法 (１)有価証券

重要な会計方針に係る事項に

関する注記に記載しておりま

す。

(２)デリバティブ取引

該当事項はありません。

(３)上記以外の金融商品

これらは短期間で決済される

ため、時価は帳簿価額にほぼ

等しいことから、当該帳簿価

額を時価としております。

 

（有価証券に関する注記）
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売買目的有価証券

　
当　期

2021年1月24日現在

種　類 最終の計算期間の損益に

含まれた評価差額（円）

株式 681,164,517

投資証券 65,660,842

合計 746,825,359

　 　 　

 

（デリバティブ取引に関する注記）

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

当　期

2021年1月24日現在

該当事項はありません。

　 　

 

（関連当事者との取引に関する注記）

当　期

自　2020年8月25日

至　2021年1月24日

市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれ

ていないため、該当事項はありません。

 

（1口当たり情報）

　
当　期

2021年1月24日現在

1口当たり純資産額 1,667.35円

（100口当たり純資産額） (166,735円)

 

(4) 【附属明細表】

 

第１ 有価証券明細表

 (1) 株式

銘　柄 株　式　数 評価額（円） 備考

　 　 単　価 金　額 　

三井住友建設 1,092,900 450.00 491,805,000    

奥　村　組 186,300 2,635.00 490,900,500    

三機工業 407,000 1,240.00 504,680,000    

ジェイエイシーリクルートメント 283,400 1,871.00 530,241,400    

双日 1,978,400 246.00 486,686,400    

日本たばこ産業 214,600 2,048.00 439,500,800    

武田薬品 127,000 3,587.00 455,549,000    

出光興産 208,100 2,501.00 520,458,100    
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ＥＮＥＯＳホールディングス 1,238,100 433.00 536,097,300    

共英製鋼 340,700 1,399.00 476,639,300    

ＳＡＮＫＹＯ 172,200 2,878.00 495,591,600    

ＧＭＯフィナンシャルＨＬＤＧＳ 743,300 751.00 558,218,300    

第四北越フィナンシャルＧ 216,800 2,240.00 485,632,000    

住友商事 350,500 1,417.00 496,658,500    

三菱商事 184,400 2,683.50 494,837,400    

エイチ・ツー・オーリテイリング 657,600 704.00 462,950,400    

あおぞら銀行 251,800 1,961.00 493,779,800    

三菱ＵＦＪフィナンシャルＧ 987,400 483.00 476,914,200    

りそなホールディングス 1,210,200 374.60 453,340,920    

三井住友フィナンシャルＧ 146,300 3,339.00 488,495,700    

みずほフィナンシャルＧ 332,400 1,407.50 467,853,000    

オリックス 297,500 1,734.00 515,865,000    

ソフトバンク 367,900 1,347.00 495,561,300    

合計 11,994,800  11,318,255,920    

 

 (2) 株式以外の有価証券

種　類 銘　柄 券面総額
評価額

（円）
備考

投資証券 タカラレーベン不動産投 5,354 515,054,800  

 投資法人みらい 12,345 494,417,250  

投資証券　合計 　 17,699 1,009,472,050  

合計  17,699 1,009,472,050  

投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

 

第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

　　　該当事項はありません。
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　２　【ファンドの現況】

※原有価証券届出書の「第二部　ファンド情報　第３ファンドの経理状況　２ファンドの現

況」を次の内容に訂正・更新します。

＜訂正後＞

 
 

【純資産額計算書】

（2021年1月末日現在）

　Ⅰ　資産総額 12,103,610,960円

　Ⅱ　負債総額 55,316,706円

　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 12,048,294,254円

　Ⅳ　発行済数量 7,284,333口

　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1,654.0000円
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第三部　【委託会社等の情報】

  原有価証券届出書の「第三部  委託会社等の情報  第１  委託会社等の概況  １　委託会社等の概況

および２ 事業の内容及び営業の概況」を次の内容に訂正・更新します。

＜訂正後＞

第１　【委託会社等の概況】

１　【委託会社等の概況】

ａ. 資本金の額

　2021年1月末日現在

　資本金の額　　　　25億円

　発行可能株式総数　50万株

　発行済株式総数　　50万株

　過去5年間における資本金の額の増減

　　2019年 9月　 　資本金10億円に増資

　　2020年 2月　 　資本金25億円に増資

ｂ. 委託会社の機構

①　会社の意思決定機構

　業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任

され、その任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結

のときまでです。

　取締役会は、代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にしたがい業務

を執行します。

②　投資運用の意思決定機構

　投資運用の意思決定機構の概要は、以下のとおりとなっています。

イ．商品会議

　運用ソリューション部長（CIO）が議長となり商品会議を開催します。商品会議においてファン

ド運営上の諸方針を審議・決定し、基本計画書を策定します。

ロ．運用会議

　運用ソリューション部長（CIO）が議長となり、原則として月1回運用会議を開催し、基本的な運

用方針を決定します。

ハ．運用ソリューション部長・ファンドマネージャー

　ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された

基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用ソリューション部長は、ファンドマ
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ネージャーから提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合

性等を確認し、承認します。

ニ．リスク管理委員会

　コンプライアンス部が事務局となり、全社リスク管理における重要事項の報告・協議、対応方針

の決定などを行います。運用リスクの管理については、信託財産ごとに、各種投資制限や、基本計

画書で定める投資ユニバースへの遵守状況等について、コンプライアンス部が日々、事後チェック

を行います。また、違反があった場合には、コンプライアンス部長が運用ソリューション部運用

チームに対し、是正等の指示を行います。

２　【事業の内容及び営業の概況】

　委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託

の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を

行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。

　2021年1月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託（親投資信託を除きます。）は次のとお

りです。

基本的性格 本数（本） 純資産額の合計額（百万円）

追加型株式投資信託 4 24,284

総合計 4 24,284
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第２　【その他の関係法人の概況】

※ 原有価証券届出書の「第三部　委託会社等の情報　第２　その他の関係法人の概況」の記載事項のう

ち以下に記載した箇所を、＜訂正前＞の内容から＜訂正後＞の内容に訂正致します。

※下線部が訂正部分です

＜訂正前＞

１　【名称、資本金の額及び事業の内容】

＜略＞

(2) 販売会社

①　名称 ②　資本金の額
単位：百万円
（2020年3月
末日現在）

③　事業の内容

大和証券株式会社 100,000

金融商品取引法に定める第一種金融
商品取引業を営んでいます。

エービーエヌ・アムロ・クリアリ
ング証券株式会社

5,505

東海東京証券株式会社 6,000

野村證券株式会社 10,000

ＵＢＳ証券株式会社 32,100

＜略＞

＜訂正後＞

１　名称、資本金の額及び事業の内容

＜略＞

(2) 販売会社

①　名称 ②　資本金の額
単位：百万円
（2020年3月
末日現在）

③　事業の内容
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大和証券株式会社 100,000

金融商品取引法に定める第一種金融
商品取引業を営んでいます。

エービーエヌ・アムロ・クリアリ
ング証券株式会社

5,505

東海東京証券株式会社 6,000

野村證券株式会社 10,000

ＵＢＳ証券株式会社 32,100

ＢＮＰパリバ証券株式会社 102,025

ゴールドマン・サックス証券株式
会社

83,616

＜略＞
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独立監査人の監査報告書

2021年2月26日

Global X Japan株式会社

取締役会　御中

有限責任 あずさ監査法人

東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 間瀬　友未　　印

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 深井　康治　　印

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン

ドの経理状況」に掲げられているグローバルＸ MSCIスーパーディビィデンド-日本株式 ETFの2020年

8月25日から2021年1月24日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算

書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

準拠して、グローバルＸ MSCIスーパーディビィデンド-日本株式 ETFの2021年1月24日現在の信託財

産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示し

ているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。

監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい

る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、Global X Japan株式会社及び

ファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法

人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表

を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表

を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ

る。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継

続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による

重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
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務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ

り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合

に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対

応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意

見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する

内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見

積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監

査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不

確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場

合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す

る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求

められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の

事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに

財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に

ついて報告を行う。

監査人は、経営者に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ

と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減

するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係

Global X Japan株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の

規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

(注)１．　上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

(注)２．　XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

(注)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
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